
平成™š年˜™月™Ÿ日 水曜日 (号外第™Ÿ›号)官 報

様
式
第
十
一
の
備
考
11
中
「第

2
2条
第
４
項

」
を
「第

2
2条
第
２
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
の
備
考
24
中
「記

載
し
、
そ
の
記
載
の
次
に
行
を
改
め
て
そ
の
理
由
を
具
体
的
に

」
を
削
る
。

様
式
第
十
五
の
備
考
５
中
「第

2
2条
第
４
項

」
を
「第

2
2条
第
２
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
中
備
考
７
を
備
考
８
と
し
、
同
様
式
の
備
考
６
中
「第

2
0条
第
２
項

」
を
「第

2
0条
第
５
項

」
に

改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
７
と
し
、
同
様
式
の
備
考
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
商
標
法
附
則
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
書
換
登
録
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、「【
代
理
人
】」の

次
に「【

そ
の

他
】」の
欄
を
設
け
て
、「
商
標
法
附
則
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
書
換
登
録
の
申
請
」
と
記
載
す
る
。

（
特
許
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

特
許
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
、
丙
区
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
同
一
の
区
（
第
七
条
の
二
第
四
項
の
乙
区
又
は
同
条

第
五
項
の
丙
区
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
「
乙
区
」
に
改
め
、「
、
別
の
区
に
し
た
登
録
相
互
間

に
つ
い
て
は
受
付
の
年
月
日
及
び
受
付
番
号
（
登
録
の
一
方
に
受
付
の
年
月
日
及
び
受
付
番
号
の
記
載
が
な
い
と
き

は
受
付
の
年
月
日
と
登
録
年
月
日
）」を
削
る
。

第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
中
「
又
は
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
、
丙
区
」
を
削
り
、
同
条
中
第
七
項
を
削
り
、
第
八
項
を
第
七
項
と
す
る
。

第
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
又
は
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中

「
又
は
丙
区
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
登
録
（
」
の
下
に「
特
許
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
も
の
及
び
」

を
加
え
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
仮
通
常
実
施
権
」
を

削
り
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
通
常
実
施
権
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
登
録
さ
れ
た
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
中
第
二
項

を
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

特
許
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
特
許
権
の
移
転
の
登
録
を
申
請
す
る
と
き
は
、
申

請
書
は
、
様
式
第
七
の
二
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
の
二
第
四
項
中
「
又
は
登
録
さ
れ
た
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
、
丙
区
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
丙
区
」
を
削
る
。

第
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
又
は
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
、
乙
区
若
し
く
は
丙
区
」
を
「
若
し
く
は
乙
区
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
、
通
常
実
施
権
」
及
び
「
、
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
ま
た
は
通

常
実
施
権
」
を
削
る
。

第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条

削
除

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
を
削
る
。

第
三
十
六
条
の
三
中
「
又
は
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
る
。

第
三
十
六
条
の
四
中
「
又
は
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
七
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
の

消
滅
」
及
び
「
又
は
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
四
号
又
は
第
五
号
」
を
「
第
三
条
第
三
号
又
は
第
四

号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
又
は
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
許
諾
さ
れ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
た
通
常
実
施
権
」
及
び
「
又
は
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同

条
第
五
項
中
「
又
は
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
許
諾
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
仮
通
常
実
施
権
の
設
定
の
登
録
」
及
び
「
又
は
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中「（
第
四
項
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で

削
除

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
又
は
第
二
号
」
に
、「
裁
定
若
し
く
は
そ
の
取
消
し
に
つ
い
て
訴
え

が
提
起
さ
れ
た
旨
」
を
「
特
許
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
旨
」
に
改

め
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
第
六
項
中
「
又
は
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
る
。

３
「【
更
新
登
録
出
願
人
】」又

は「【
代
理
人
】」の

欄
に
記
載
す
べ
き
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
次
の
よ
う
に

欄
を
繰
り
返
し
設
け
て
記
載
す
る
。

【
更
新
登
録
出
願
人
】

【
識
別
番
号
】

【
住
所
又
は
居
所
】

【
氏
名
又
は
名
称
】

【
更
新
登
録
出
願
人
】

【
識
別
番
号
】

【
住
所
又
は
居
所
】

【
氏
名
又
は
名
称
】

【
代
理
人
】

【
識
別
番
号
】

【
住
所
又
は
居
所
】

【
氏
名
又
は
名
称
】

【
代
理
人
】

【
識
別
番
号
】

【
住
所
又
は
居
所
】

【
氏
名
又
は
名
称
】

４
「【
回
復
の
理
由
】」の

欄
に
は
、
所
定
の
期
間
内
に
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
理
由
及
び
理
由
が
な

く
な
つ
た
日
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
す
る
。

５
「【
提
出
物
件
の
目
録
】」の
欄
に「【
物
件
名
】」の
欄
を
設
け
て
、「【
回
復
の
理
由
】」の
欄
に
記
載
し
た
理
由
を
証

明
す
る
書
類
名
を
記
載
す
る
。

６
そ
の
他
は
、
様
式
第
２
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で
、
1
3か
ら
1
8ま
で
、
2
0、

2
3、

2
5及
び
3
4か
ら
3
8ま
で
と
同
様

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
様
式
第
２
の
備
考
1
6中「【

商
標
登
録
出
願
人
】」と
あ
る
の
は
、
商
標
法
第
2
1条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、「【
更
新
登
録
申
請
人
】」と

、

商
標
法
第
6
5条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
を

す
る
と
き
は
、「【
更
新
登
録
出
願
人
】」と

、
商
標
法
附
則
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
書
換
登
録
の
申
請
を
す

る
と
き
は
、「【
書
換
登
録
申
請
者
】」と

、「
商
標
登
録
出
願
人
」
と
あ
る
の
は
、
商
標
法
第

2
1条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、「
更
新
登
録
申
請
人
」
と
、
商
標
法
第
6
5条
の
３

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
を
す
る
と
き
は
、「
更
新

登
録
出
願
人
」
と
、
商
標
法
附
則
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
書
換
登
録
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、「
書
換
登
録

申
請
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

�Ÿ


		2011-12-27T15:16:23+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




